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　１０月１日から、市内９つ目のモアスクールとして、幡山西小学校でせとっ子モアスクールを開設します。
　幡山西モアスクールでは、地域の皆さんと交流を図り、安全な遊び場の確保を行う「放課後学級」を、幡山西
小学校の余裕教室を利用して実施します。運営は市から委託を受けた合同会社キッズアカデミーが行います。

※駐車台数に限りがあります。公共交通機関でお越しいただくなど、なるべく多く
　の方が参加できるようにご協力をお願いします。

　現在の庁舎に設置され、玄関ロビーで皆さんに親しまれてきた
鈴木青々さん作製の陶壁が、庁舎の解体に伴い一部が移設保存
されます。陶壁全体をご覧いただけるのは１０月末までです。ぜひ
ご覧ください。

鈴木青々 （1914年－1990年）
瀬戸を代表する陶芸作家。日展を中心に活躍し、日展特選、日本新工芸展内閣総理大臣賞など多数受賞。

１１月４日（火）からの庁内課室の配置や駐車場、業務内容の変更につ
いては、広報１０月１５日号、市ホームページなどでお知らせします。

幡山西せとっ子モアスクールが始まります

こども家庭課 ☎88・２630問

こども家庭課 ☎88・２635問

　平成28年4月1日から幡山西保育園の民営化を実施するにあたり、運営業務などを効率的かつ豊富な専
門的知識や経験を生かして行うことができる民間事業者を募集します。

幡山西保育園の民営化事業者募集

こども家庭課 ☎88・２630 
各保育園

問平成２７年４月に入園する保育園の園児募集

午後１時～４時（受付：午後３時３０分まで）日 時

どなたでも参加可 ※事前申込不要対 象

　キャリアアップを目指す女性を応援します。今より輝く自分を手に入れてみませんか。

１１/２２（土） 
午前１０時～正午
（お茶・お菓子代500円）

アロマの効果で気持ちをリフレッシュしましょう。
◆リラックスティータイム付き

相手を尊重しながら自分の意見を上手く伝え
ましょう。

地域で活躍する女性から、自分らしく輝く秘訣を
学びましょう。

１１/２9（土）、
１２/６（土）
午前１０時～正午

１２/１３（土） 
午前１０時～正午

アロマで着替える自分の気持ち

伝わる！自分の意見～築こうアサーティブな関係～

先輩に学ぼう！～自分らしく輝く方法～

内 容 講 師

はがき・FAX・Eメール・市ホームページ「お知らせ」から①氏名（ふりがな）②年齢③住所
④電話番号⑤Eメールアドレス（お持ちの方）⑥託児希望の方はお子さんの名前（ふりがな）・性別・
年齢（月齢）を記入し、お申し込みください。 
◇〒489-0044 栄町45 パルティせと4階 交流学び課「女性セミナー」係
◇Eメール manabi@city.seto.lg.jp ◇FAX 97・1332  

対象 ８人（６か月以上のお子さん １人１回５００円）

送付先

参加費

申込
方法

１０/２０（月）必着
締 切

場所

日 時

（有）ジャパンスタイルフレグランス　
代表取締役 大野智恵美 さん

NPO法人 参画プラネット　
常任理事 中村奈津子 さん

NPO法人 ママの働き方応援隊
小川美穂 さん

概ね２０歳から５０歳までのキャリアアップを目指す女性　
無料（一部お茶代５００円が必要）パルティせと４階 大会議室

第１回

第２・３回

第４回

日 程 時 間 受 付配 布 場 所

応募要件

募集要項配布期間募集要項配布場所 こども家庭課（市役所２階） 1０月２7日（月）～１１月14日（金）

現に認可保育所を運営している社会福祉法人、学校法人またはその他の法人であること。
※その他要件があります。

※お申し込み方法などについては募集要項をご覧ください。

　保育園は、就労や疾病などの理由で、家庭で保育ができないお子さんを保護者に代わって保育する施設です。

11/4（火）以
後、各保育園に
て指定日（各園
1日ずつ）に受
け付けを行い
ます。くわしい
日程は、申込案
内と一緒にお
渡しします。

※同居の親族が保育できる場合、利用の優先度が調整されることがあります。
※３歳未満児（４月１日の時点で３歳未満の児童）の入園は、定員や保育体制などにより困難なことがあります。
※平成２７年６月末日までに産休明け・育児休業明けで職場へ復帰する方も受け付けます。７月以降に復帰する方は復帰月の
　３か月前から入所の調整をします。くわしくはお問い合わせください。

※保育園とこども家庭課では、手続きの説明を行いますので、なるべく保護者の方がお越しください。それ以外の施設
　（健康課・支所・市民サービスセンターなど）では書類のお渡しのみです。

各保育園
こども家庭課（市役所2階）
家庭児童相談室（パルティせと）
せとっ子ファミリー交流館
交通児童遊園（市民公園内）
発達支援室（旧深川保育園）
支所（水野・幡山・品野）
健康課（やすらぎ会館4階）
市民サービスセンター
（パルティせと・菱野団地）

10/14（火）のみ
10/14（火）～ ※土・日、祝日を除く
10/14（火）～17（金）

10/15（水）～17（金）

10/14（火）～17（金）
※菱野団地は14(火)を除く

午前9時～午後3時
午前8時30分～午後5時15分
午前9時～午後6時

午前9時30分～午後4時

午前8時30分～午後5時15分

申 込 案 内の配 布 場 所・日時

２０人（申込多数の場合は抽選）定員

託児

新 庁 舎 市 民 内 覧 会

陶 壁 を ご 覧 く だ さ い

女性セミナー 受講者募集

輝け！あしたのあたし ～見つけよう、素敵な自分～（全4回 連続講座）

No.96 交流学び課 
☎97・1337

●問男女共同参画
社会に向けて

11／1（土）　

行政課 ☎88・２５50問

　昨年６月から整備を進めてきました新庁舎が１０月に完成し、１１月４日（火）から業務を開始します。業務
開始に先立ち、新庁舎市民内覧会を行います。
　引き続き既存庁舎の改修や解体、外構整備工事などにより市民の皆
さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

新 庁 舎 が完成します

◇就労 ◇妊娠、出産 ◇病気・障害 ◇親族の介護、看護 ◇災害復旧 
◇求職活動中 ◇就学・職業訓練 ◇虐待やDVのおそれがあること

入 園 資 格 市内在住で、保護者が下記のいずれかに該当する方

変 更 点

　幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」を進めるため、子ども・子育て
支援新制度が始まります。新制度に伴い、保育などの制度が変更になります。

①施設を利用する場合は認定が必要です。お子さんの年齢や、施設の区分などにより１号
　から３号までの認定があります。
②就労を理由として保育園を利用する場合は、就労形態により「標準時間（最大１１時間）」
　「短時間（最大８時間）」に保育の必要量が区分されます。

平 成２７年 度 から子 ども・子 育 て 支 援 新 制 度 が 始まります！

くわしくは広報１１月１日号でお知らせします。 ◆市ホームページ、内閣府ホームページ(下記URL)でもご案内しています。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/


